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地域別の取組

カンボジアにおける技術協力「種子生産・普及プロジェクト」で、コメ優良種子生産のために品質検査演習を行っている様子（写真：JICA）
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		 11	 東アジア地域	 東アジア地域

	 注1	 31ページの用語解説を参照。
	 注2	 ASEAN構成国は、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス

の10か国。

東アジア地域には、カンボジアやラオスなどの後発
開発途上国（LDCs） 注1 、インドネシアやフィリピ
ンのように著しい経済成長を遂げつつも国内に格差を
抱えている国、そしてベトナムのように市場経済への
移行を進める国など様々な国が存在します。
日本は、インド太平洋地域の中心に位置するこれら
の国々と、長年にわたり政治・経済・文化関係を築き
上げてきており、地域内の安定と発展が日本の安全と
経済的繁栄に直結しています。こうした考えに立ち、
日本は、東アジア諸国の多様な経済社会の状況や、必
要とされる開発協力の内容の変化に対応しながら、開
発協力を行っています。

日本の取組
日本は、「質の高いインフラ」投資を通じた経済社
会基盤整備、制度や人づくりへの支援、貿易の振興や
民間投資の活性化など、ODAと貿易・投資を連携さ
せた開発協力を進めることで、この地域の目覚ましい
経済成長に貢献してきました。近年は、基本的な価値
を共有しながら、開かれた域内の協力・統合をより深
めていくこと、青少年交流、文化交流、日本語普及事
業などを通じた相互理解を推進し、地域の安定を確か
なものとして維持していくことを目標としています。
アジアを「開かれた成長センター」とするため、日本
は、この地域の成長力を強化し、それぞれの国内需要
を拡大するための支援を行っています（モンゴルにお
ける人材育成への取組については140ページの「国
際協力の現場から」を参照）。

 ■東南アジアへの支援
ASEAN諸国 注2 は、日本のシーレーンに位置す

るとともに、2022年10月時点で日系企業の事業所
数が約1万5,900にのぼるなど経済的な結び付きも
強く、政治・経済の両面で日本にとって極めて重要な

地域です。ASEANは、「ASEAN共同体」（2015年）
を宣言し、域内の連結性強化と格差是正に取り組んで
います。また、「インド太平洋に関するASEANアウ
トルック（AOIP）」解説（2019年）には、法の支配や
開放性、自由、透明性、包摂性がASEANの行動原理
として謳

うた

われており、日本が推進する「自由で開かれ
たインド太平洋（FOIP）」と多くの本質的な原則を共
有しています。2020年11月の日ASEAN首脳会議
では「AOIP協力についての第23回日ASEAN首脳会
議共同声明」を発出し、このことを確認するととも
に、AOIPに記載された4分野（海洋協力、連結性、
持続可能な開発目標（SDGs）、経済等）における実
質的な協力およびシナジーの強化を通じて日ASEAN
戦略的パートナーシップを一層強化することで一致し
ました。日本ASEAN友好協力50周年の歴史的節目
を迎えた2023年には、9月の日ASEAN首脳会議に
おいて共同声明を採択し、日ASEAN包括的戦略的
パートナーシップ（CSP）を立ち上げました。50周
年の締め括りとして12月には東京において日本
ASEAN友好協力50周年特別首脳会議を開催し、新
たな協力のビジョンを示す「日ASEAN友好協力に関
する共同ビジョン・ステートメント」と、130にの
ぼる具体的な協力項目を示す「実施計画」を採択しま
した。

2023年12月に行われた日本ASEAN友好協力50周年特別首脳会議
（写真：内閣広報室）
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日本は、このようにASEANの取組を踏まえて協力
を進めており、連結性強化と格差是正を柱としつつ、
インフラ整備、法の支配、海上の安全、防災、保健・
医療、平和構築などの様々な分野でODAによる支援
を実施しています。また、開発分野において、民間や
開発金融機関の資金力を活用する重要性が増している
ことも踏まえ、12月の日ASEAN特別首脳会議にお
いては、共創による課題解決のための官民連携の新た
な取組として、連結性強化、気候変動対策、中小零細
企業・スタートアップ支援等のための民間投資を後押
しすることにより、官民合わせて5年間で350億ド
ルの資金がASEAN地域に動員されることを目指す方
針を示しています。
連結性の強化に関しては、日本は、ASEAN域内に
おけるインフラ、制度、人の交流の3つの分野での連
結性強化を目指した「ASEAN連結性マスタープラン
2025」解説に基づいてASEANの連結性強化を支援し
ており、ASEANの一体性・中心性の強化を後押しす
るため、日ASEAN技術協力協定に署名（2019年）
しました。同協定に基づき、2022年度までにサイ
バーセキュリティ（詳細は第Ⅲ部１（２）の35ページ
を参照）、海洋プラスチックごみ対策、国際公法、犯
罪者処遇などに関する研修を実施しました。また、
2023年9月には、連結性強化の取組をハード・ソフ
トの両面で一層推進する、「日ASEAN包括的連結性
イニシアティブ」を発表し、これに基づいて、交通イ
ンフラ整備、デジタル、海洋協力、サプライチェー
ン、電力連結性、人・知の連結性といった幅広い分野
で多層的な連結性強化を図り、	技術協力により3年間
で5,000人の人材育成を行う予定です。
インフラ整備に関しては、日本は、「質の高いイン
フラ投資に関するG20原則」 注3 と東南アジア諸国
に対するこれまでの支援の経験も踏まえ、「質の高い
インフラ」投資の普及に努めています。その一例とし
て、日本のODA事業によりフィリピンのマニラ首都
圏に建設中であるフィリピン鉄道訓練センター（PRI）
設立支援の取組が挙げられます。マニラでは都市鉄道

	 注3	 40ページの用語解説「質の高いインフラ」を参照。
	 注4	 ASEAN共同体の設立を目指し、域内格差の是正を中心に統合を進めるASEANの努力を支援するため、2006年に設置された基金。日本は、

2005年の日ASEAN首脳会議において総額75億円（約70.1百万ドル）を拠出することを表明し、その後、2013年に「JAIF2.0」に総額1
億ドルを拠出した。2019年、2020年、2021年および2022年にも「JAIF2.0」に追加拠出をしている。

	 注5	 「One	ASEAN,	One	Response：ASEAN	Responding	to	Disasters	as	One」（2014年ASEAN防災担当大臣会議）の方針を実行する仕
組み作りのためのプロジェクト。2017年にはARCHで取り組んでいる活動の必要性が明確に盛り込まれた「災害医療にかかるASEAN首脳
宣言（ALD）」（2017年）が採択された。

の整備が進む一方で、整備された鉄道に関する高度な
運営維持管理を実施できる人材を育成する持続的な仕
組みが必要となっており、フィリピン政府は鉄道の人
材育成・監督機関として、PRIを設立することとなり
ました。PRI設立のため、日本は、有償資金協力によ
る地下鉄整備事業におけるPRIの建設、無償資金協力
によるシミュレーターなど研修に必要な機材の供与、
技術協力による組織設立・能力強化支援を実施するこ
とにより、鉄道インフラ自体の整備のみならず、その
維持管理や関連人材の育成に貢献しています。

フィリピン中部のミンドロ島沖でのタンカー転覆により流出油が漂着
した海岸で、油吸着材の効果を説明し、設置方法を指導する国際緊急
援助隊・専門家チーム（写真：JICA）

防災分野に関しては、2009年以降、引き続き日・
ASEAN統合基金（JAIF） 注4 により、ASEAN防災人
道支援調整センター（AHAセンター）に対して、
ASEAN緊急災害ロジスティックシステム（DELSA）構
築、ASEAN緊急対応評価チーム（ERAT）の能力構築、
AHAセンター幹部研修コース・緊急防災リーダーシッ
プ事業（ACE-LEDMP）などを通じたASEANにおける
防災・災害対応能力の強化に貢献しています。日本は
2016年から2021年までASEAN災害医療連携強化プ
ロジェクト（ARCH） 注5 を実施しており、ASEAN各
国の災害医療チームが参加する地域連携合同演習の開
催や災害医療に関する標準手順書の作成など、多くの
成果を出しました。また、続くASEAN災害保健医療管
理に係る地域能力強化プロジェクト（ARCH2）におい
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ても、ASEAN災害医療学会の開催や、ASEAN各国に
よるピアレビュー活動を通じた相互支援の促進など、
災害保健医療に関する域内の知の共創を通じて、同分
野における連携能力強化を進めています。
日本は、ASEAN感染症対策センターの設立のため、
2020年、JAIFに約55億円（5,000万ドル）を拠出
するなど、同センターの設立を全面的に支援してお
り、ASEAN地域における公衆衛生緊急事態への対応
や新興感染症対策の予防・検知・対応能力の強化に貢
献しています。2021年10月および2022年2月に
はセンター運営の担い手となるASEAN各国の公衆衛
生担当者向けの研修をオンラインで実施しました。ま
た、センターへの専門家の派遣に向けた調整を進めて
きています。
人材育成分野に関しては、2018年の日ASEAN首
脳会議で表明した「産業人材育成協力イニシアティブ
2.0」に基づき、2019年から5年間で、AI（人工知
能）などのデジタル分野を含め、8万人規模の人材を
育成することとしています。また、ASEAN地域にお
ける産業人材育成のため、日本独自の教育システムで
ある「高専（高等専門学校）」をタイに設立して、日
本と同水準の高専教育を提供する協力を実施していま
す。加えて、日本は、ASEANを含むアジア諸国との
間で、日本の大学院への留学、日本企業でのインター
ンシップなどを通じ、高度人材の環流を支援し、日本
を含むアジア全体のイノベーションを促進するための
「イノベーティブ・アジア」事業を行っており、
2017年度から2021年度までの5年間にわたりアジ
ア全体から受入れを行いました。

	 注6	 1994年、インドネシア、フィリピン、ブルネイ、マレーシアによって当該4か国の開発途上地域の経済成長のため設立された地域枠組み。
	 注7	 カンボジア、タイ、ベトナム、ミャンマー、ラオスの5か国に及ぶ地域。
	 注8	 2018年の第10回日メコン首脳会議（東京）で採択された。日本の日メコン協力の方向性を示す。

また、東ASEAN成長地域（BIMP-EAGA） 注6 に
対して、日本は経済協力、投資セミナー開催、招聘

へい

事
業や「BIMP-EAGA+日本」対話の実施などに取り組
んでいます。2021年にはインドネシアのパプア州の
ビアク島で漁港施設・市場が完工し、2022年からは
同漁港で水揚げされたマグロが日本に輸出されていま
す。また、2023年からは、その他の離島であるサバ
ン（アチェ州）、モロタイ（北マルク州）、モア（マル
ク州）、サウムラキ（マルク州）の漁港および市場の
建設が開始されました。
ASEAN諸国の中でも特に潜在力に富むメコン地
域 注7 に関しては、2009年以来、日本・メコン地
域諸国首脳会議（日メコン首脳会議）を開催していま
す。そのうち、おおむね3年に一度、日本で会議を開
催し、地域に対する支援方針を策定しています。
日本は、メコン地域の経済成長に欠かせない連結性
強化を重視して取り組んでおり、カンボジアのシハ
ヌークビル港開発、ラオスのビエンチャン国際空港の
整備、ベトナムのホーチミン市都市鉄道の建設、タイ
のバンコク都市鉄道（レッドライン）の建設など、
「東京戦略2018」 注8 の下でのプロジェクトを着実
に実施してきています。
2019年に発表した「2030年に向けたSDGsのた
めの日メコンイニシアティブ」に基づき、メコン地域
の潜在力を最適な形で引き出すため、国際スタンダー
ドにのっとった「質の高いインフラ」投資も活用しな
がら、（ⅰ）環境・都市問題、（ⅱ）持続可能な天然資
源の管理・利用、（ⅲ）包摂的成長、の3つを優先分
野として取り組んでいます。その具体的な取組とし
て、「草の根・メコンSDGsイニシアティブ」を通じ
て、メコン諸国の地域に根差した経済社会開発および
SDGsの実現を支援しています。日本は、メコン地域
をより持続的で、多様で、包括的なものとするため、
引き続き「2030年に向けたSDGsのための日メコン
イニシアティブ」の下、メコン地域におけるSDGsを
推進していきます。
また、民間企業などが行う開発事業の実施を後押し
し、メコン地域の発展に貢献するため、「メコン
SDGs出融資パートナーシップ」を始めとする「5つ
の協力」（（ⅰ）民間セクターに対する出融資の推進、

ASEAN域内の災害医療体制の強化に向け、タイをリード国としてイ
ンドネシアで行われた地域連携演習の様子（写真：JICA）
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（ⅱ）小さなコミュニティに行き渡る草の根の無償資
金協力、（ⅲ）法の支配に関する協力、（ⅳ）海洋に関
する協力、（ⅴ）サプライチェーン強靭

じん

化に関する協
力）を推進しています。
2024年にASEAN議長国を務めるラオスには、会
議開催準備のためにIT機器や車両の供与等を通じた
支援を行いました。また、不発弾処理に必要となる機
材の供与に関する署名を行うとともに、炭素中立社会
の実現のための長期のエネルギー移行マスタープラン
策定を目的とした、「炭素中立社会に向けた統合的エ
ネルギーマスタープラン策定プロジェクト」を、
2023年1月から開始しました。

カンボジア地雷対策センター（CMAC）の研修施設で、ウクライナ
非常事態庁（SESU）の地雷除去専門職員8人に対し、最新の日本製
地雷探知機を使った研修を実施する様子（写真：JICA）

 ■ミャンマーへの支援
ミャンマーについては、2021年2月に発生した
クーデター以降、日本政府はミャンマー国軍に対し、
（ⅰ）暴力の即時停止、（ⅱ）アウン・サン・スー・
チー国家最高顧問を含む被拘束者の解放、（ⅲ）民主
的な政治体制の早期回復、について具体的な行動をと
るように一貫して求めてきています。また、現下の
ミャンマー情勢に鑑み、国軍が主導する体制との間で
新規ODAは行わないこととしています。
一方で、ミャンマーの人道状況は悪化の一途にあ
り、人道支援は喫緊の課題であることから、ミャン
マーの人々に直接裨

ひ

益する、国際機関やNGO等を経

	 注9	 137ページの用語解説を参照。

由した人道支援を積極的に行っており、これまでに合
計1億950万ドル以上の人道支援を実施しています。
2023年2月には、多数の国際機関やASEAN事務局
を通じて、クーデターの影響を受けた人々に対する食
料や医薬品、シェルター等の提供、水・衛生インフ
ラ、栄養改善、医療サービス、教育アクセス、違法薬
物対策等の支援を決定し、順次実施しています。ま
た、5月にミャンマーおよびバングラデシュを襲った
大型サイクロン「モカ」による被害に対し、緊急無償
資金協力として国際機関を通じ、食料および水・衛生
分野等における支援を実施しました。
日本のNGOによる支援として、ジャパン・プラッ

トフォーム（JPF） 注9 経由でミャンマーおよびタイ
において食料・物資配布、水・衛生、保健・医療、保
護、教育の分野の人道支援が行われています。そのほ
かにも、日本NGO連携無償資金協力によるミャン
マーおよびタイにおける中長期的な社会経済開発に資
する保健・医療、教育、エネルギーなどの分野での事
業が実施されています。今後も現地の状況と人道上の
必要性・緊急性を踏まえ、国際機関やNGO等と連携
しながら、困難に直面しているミャンマー国民にしっ
かり寄り添うべく、支援を必要とするミャンマー国民
に届く人道支援を、引き続き積極的に行っていきます。

ミャンマーのカレン州パアン地区において、日本のNGOが住民によ
るコミュニティボランティアを育成するために、ワークショップを通
じてボランティア対象者に障害の種類や特性などを伝える様子（写
真：AAR	Japan［難民を助ける会］）
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用語解説
インド太平洋に関するASEANアウトルック（AOIP：ASEAN	Outlook	on	the	Indo	Pacific）
インド太平洋におけるより緊密な協力のためのビジョンを創り出し、ASEANを中心とした地域枠組みを強化するイニシアティブ。新たなメ
カニズムの創設や既存のメカニズムの置き換えを目的とするものではなく、現在および将来の地域と世界に発生する課題により良く対処す
るため、ASEAN共同体の構築プロセスを強化することを意図したもの。日本が推進する「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」と多くの
本質的な原則を共有している。

ASEAN連結性マスタープラン2025（MPAC	2025：Master	Plan	on	ASEAN	Connectivity	2025）
「連結性マスタープラン」（2010年採択）の後継文書として、2016年のASEAN首脳会議にて採択された、ASEAN連結性強化のための行動
計画。「ASEAN2025:共に前進する」（2015年採択）の一部と位置付けられている。同文書は、「持続可能なインフラ」、「デジタル・イノ
ベーション」、「シームレスなロジスティクス」、「制度改革」、「人の流動性」を大戦略としており、それぞれの戦略の下に重点イニシアティ
ブが提示されている。
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日本の中小企業の技術でマレーシアの
パーム油産業に貢献3

匠匠
の技術、世界への技術、世界へ

マレーシアは、オイルパーム（アブラヤシ）の果実から
採取されるパーム油の一大生産国で、輸出に占める額は約
2兆円に上りますが、古木となり伐採されたオイルパームの
幹（パーム幹）や葉柄、ヤシ殻などの植物性廃棄物の処理
が課題となっており、開発と環境保護の調和が求められて
います。オイルパーム農園では、生産量を維持するために
約25年ごとに伐採と再植林が行われるため、年間7,500
万本ものオイルパーム古木が伐採されますが、放置された

廃材からメタンガス
を含む温室効果ガス
が発生するほか、廃
材が原因で土壌病害
が広がり、土地の再
活用が難しくなる事
例も発生しています。

そ こ で、 国 立 研
究開発法人国際農

林水産業研究センター（JIRCAS）はマレーシア理科大学
と連携し、2019年から地球規模課題対応国際科学技術
協力プログラム（SATREPS）注1「オイルパーム農園の持
続的土地利用と再生を目指したオイルパーム古木への高付
加価値化技術の開発プロジェクト」を実施しています。本
プロジェクトでは、伐採後のパーム幹の放置がもたらす悪
影響を科学的、経済的に評価するとともに、パーム幹を放
置させず再利用することで、パーム農園の健全性を保ち、
パーム農園を拡大せずに持続可能な形で継続させる方法を
検討しています。そのために、放置されるパーム幹の行き
先となる高付加価値製品を製造する技術開発やその実証が
重要であるとして取り組んでいます。

2004年からJIRCASでパーム幹廃材の活用について研
究してきた小杉昭

あき
彦
ひこ

プロジェクトリーダーは、本プロジェ
クトの成果を次のように語ります。「パーム幹廃材が土壌
に与える影響に関する研究成果を示すことで、マレーシア
政府や農園オーナーに、農園から廃材を撤去する利点があ
ることを理解してもらえるようになりました。回収した廃
材は燃料ペレットやベニヤ板、肥料などの製品に生まれ変
わり、国内外でパームバイオマスの用途が増えています。
例えば、パナソニック株式会社は、廃材から再生木質ボー
ドをつくる技術「PALM LOOP」を開発し、この技術のおか
げで廃材が家具の材料として利用できるようになりました。
研究成果を実社会で活用することでパーム幹廃材の資源価
値を高め、新たな産業を生み出すことを目指しています。」

パーム幹廃材の製品化実証パイロット事業では、日本の
エンジニアの知見と町工場の技術力を活用し、ペレット製
造における環境負荷を低減する「原料マルチ化プロセス」
を開発しました。このプロセスは、パーム幹廃材だけでな
く、その枝葉やパーム油工場から出てくるヤシ殻も同一の
プロセスでペレット化することができるものです。このプロ
セスを普及させることで、将来的にはパーム油産業におけ
るカーボンニュートラルを実現させることも視野に入れてい
ます。また、マレーシア政府機関に働きかけ、パーム油だけ
でなく、パーム油産業から出てくるバイオマスそのものも持
続可能な生産物として認証させる取組も行っています。

小杉氏は「この一連の成果は日本の中小企業が持つキラ
リと優れた技術を組み合わせることによって成り立ってい
ることから、『下町バイオマス』構想と名付けました。こ
れをマレーシアだけではなく東南アジア地域全体の輸出産
業につなげて、日本の技術を世界のために役立てるととも
に、日本のものづくりそのものも活性化しようと考えてい
ます。」と述べて、日本企業と連携してこのパーム幹廃材
を含めパームバイオマス事業を実社会に役立てていくこと
を目指しています。

SATREPS事業終了後も事業を継続するために、2022年、
小杉氏はベンチャー企業を立ち上げました。「実社会で技
術を役立てる近道は、開発した技術をいかす道を自分たち
で切り開くことです。マレーシアの人たちにとっては第一
に収益性を確保することが重要ですが、その上で環境意識
を高めていくことが大切です。原料調達の安定化と工場の
収益化の両輪でマレーシアにバイオマス事業を普及させ、
持続可能な土地利用や環境保全につながるように取組を続
けていきたいと思います。」と、今後の展望を語ります。

マレーシア理科大学に立ち上げられたパーム幹研究室の前で研究に携
わる学生達と小杉氏（右から7人目）（写真：小杉昭彦）

注1	 38ページの用語解説を参照。

オイルパーム農園に積み上げられる伐採され
たオイルパーム古木の幹（写真：小杉昭彦）
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